
議第１１号

高山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例及

び高山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について

高山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例及び高

山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例を次のように制定するものとする。

令和８年２月２６日提出

高山市長 田 中 明

提案理由

指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所に義務付けられてい

る運営推進会議に参加する構成員の負担を軽減するため改正しようとする。



高山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例及

び高山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例

（高山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例の一

部改正）

第１条 高山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例

（平成２４年高山市条例第１８号）の一部を次のように改正する。

改 正 前 改 正 後

（掲示） （掲示）

第３４条 （略） 第３４条 （略）

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、重要事項を記載した書面を当該指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に

備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自

由に閲覧させることにより、同項の規定によ

る掲示に代えることができる。

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は、重要事項を記載した書面を当該指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に

備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自

由に閲覧させることにより、前項の規定によ

る掲示に代えることができる。

３ （略） ３ （略）

（準用） （準用）

第１０８条 第９条から第１３条まで、第２０

条、第２２条、第２８条、第３２条の２、第

３４条から第３８条まで、第４０条から第４

１条まで、第７２条、第７４条、第７７条及

び第７８条の規定は、指定小規模多機能型居

宅介護の事業について準用する。この場合に

おいて、第９条第１項中「第３１条に規定す

る運営規程」とあるのは「第１００条に規定

する重要事項に関する規程」と、同項、第３

２条の２第２項、第３４条第１項並びに第４

０条の２第１号及び第３号中「定期巡回・随

時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「

小規模多機能型居宅介護従業者」と、第７２

条第２項中「この節」とあるのは「第５章第

第１０８条 第９条から第１３条まで、第２０

条、第２２条、第２８条、第３２条の２、第

３４条から第３８条まで、第４０条から第４

１条まで、第７２条、第７４条、第７７条及

び第７８条の規定は、指定小規模多機能型居

宅介護の事業について準用する。この場合に

おいて、第９条第１項中「第３１条に規定す

る運営規程」とあるのは「第１００条に規定

する重要事項に関する規程」と、同項、第３

２条の２第２項、第３４条第１項並びに第４

０条の２第１号及び第３号中「定期巡回・随

時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「

小規模多機能型居宅介護従業者」と、第７２

条第２項中「この節」とあるのは「第５章第



４節」と、第７４条第３項及び第４項並びに

第７７条第２項第１号及び第３号中「認知症

対応型通所介護従業者」とあるのは「小規模

多機能型居宅介護従業者」と、第７８条第１

項中「認知症対応型通所介護について知見を

有する者」とあるのは「小規模多機能型居宅

介護について知見を有する者」と、「６月」

とあるのは「２月」と、「活動状況」とある

のは「通いサービス及び宿泊サービスの提供

回数等の活動状況」と読み替えるものとする

。

４節」と、第７４条第３項及び第４項並びに

第７７条第２項第１号及び第３号中「認知症

対応型通所介護従業者」とあるのは「小規模

多機能型居宅介護従業者」と、第７８条第１

項中「認知症対応型通所介護について知見を

有する者」とあるのは「小規模多機能型居宅

介護について知見を有する者」と、「６月」

とあるのは「２月（運営推進会議の評価にお

いて、地域との連携が取れており、地域に開

かれた安定的な運営が１年間継続されている

と確認できる場合は３月、加えて地域に根付

いた活動が１年間継続されていると市長が認

める場合は４月）」と、「活動状況」とある

のは「通いサービス及び宿泊サービスの提供

回数等の活動状況」と読み替えるものとする

。

（管理者） （管理者）

第１１１条 （略） 第１１１条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 共同生活住居の管理者は、適切な指定認知

症対応型共同生活介護を提供するために必要

な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム

、老人デイサービスセンター、介護老人保健

施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生

活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等と

して、３年以上認知症である者の介護に従事

した経験を有する者であって、指定地域密着

型サービス基準第９１条第２項に規定する厚

生労働大臣が定める研修を修了しているもの

でなければならない。

３ 共同生活住居の管理者は、適切な指定認知

症対応型共同生活介護を提供するために必要

な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム

、老人デイサービスセンター、介護老人保健

施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生

活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等と

して、３年以上認知症である者の介護に従事

した経験を有する者であって、指定地域密着

型サービス基準第９１条第３項に規定する厚

生労働大臣が定める研修を修了しているもの

でなければならない。

（準用） （準用）

第１２８条 第９条、第１０条、第１２条、第 第１２８条 第９条、第１０条、第１２条、第



１３条、第２２条、第２８条、第３２条の２

、第３４条から第３６条まで、第３８条、第

４０条から第４１条まで、第７２条、第７７

条、第７８条第１項から第４項まで、第９９

条、第１０２条、第１０４条及び第１０６条

の２の規定は、指定認知症対応型共同生活介

護の事業について準用する。この場合におい

て、第９条第１項中「第３１条に規定する運

営規程」とあるのは「第１２２条に規定する

重要事項に関する規程」と、同項、第３２条

の２第２項、第３４条第１項並びに第４０条

の２第１号及び第３号中「定期巡回・随時対

応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護

従業者」と、第７２条第２項中「この節」と

あるのは「第６章第４節」と、第７７条第２

項第１号及び第３号中「認知症対応型通所介

護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第

７８条第１項中「認知症対応型通所介護につ

いて知見を有する者」とあるのは「認知症対

応型共同生活介護について知見を有する者」

と、「６月」とあるのは「２月」と、第９９

条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあ

るのは「介護従業者」と、第１０２条中「指

定小規模多機能型居宅介護事業者」とあるの

は「指定認知症対応型共同生活介護事業者」

と読み替えるものとする。

１３条、第２２条、第２８条、第３２条の２

、第３４条から第３６条まで、第３８条、第

４０条から第４１条まで、第７２条、第７７

条、第７８条第１項から第４項まで、第９９

条、第１０２条、第１０４条及び第１０６条

の２の規定は、指定認知症対応型共同生活介

護の事業について準用する。この場合におい

て、第９条第１項中「第３１条に規定する運

営規程」とあるのは「第１２２条に規定する

重要事項に関する規程」と、同項、第３２条

の２第２項、第３４条第１項並びに第４０条

の２第１号及び第３号中「定期巡回・随時対

応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護

従業者」と、第７２条第２項中「この節」と

あるのは「第６章第４節」と、第７７条第２

項第１号及び第３号中「認知症対応型通所介

護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第

７８条第１項中「認知症対応型通所介護につ

いて知見を有する者」とあるのは「認知症対

応型共同生活介護について知見を有する者」

と、「６月」とあるのは「２月（運営推進会

議の評価において、地域との連携が取れてお

り、地域に開かれた安定的な運営が１年間継

続されていると確認できる場合は３月、加え

て地域に根付いた活動が１年間継続されてい

ると市長が認める場合は４月）」と、第９９

条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあ

るのは「介護従業者」と、第１０２条中「指

定小規模多機能型居宅介護事業者」とあるの

は「指定認知症対応型共同生活介護事業者」

と読み替えるものとする。

（準用） （準用）

第１４９条 第１２条、第１３条、第２２条、 第１４９条 第１２条、第１３条、第２２条、



第２８条、第３２条の２、第３４条から第３

８条まで、第４０条から第４１条まで、第７

２条、第７６条、第７７条、第７８条第１項

から第４項まで、第９９条及び第１０６条の

２の規定は、指定地域密着型特定施設入居者

生活介護の事業について準用する。この場合

において、第３２条の２第２項、第３４条第

１項並びに第４０条の２第１号及び第３号中

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」

と、第７２条第２項中「この節」とあるのは

「第７章第４節」と、第７７条第２項第１号

及び第３号中「認知症対応型通所介護従業者

」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」

と、第７８条第１項中「認知症対応型通所介

護について知見を有する者」とあるのは「地

域密着型特定施設入居者生活介護について知

見を有する者」と、「６月」とあるのは「２

月」と、第９９条中「小規模多機能型居宅介

護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設

従業者」と読み替えるものとする。

第２８条、第３２条の２、第３４条から第３

８条まで、第４０条から第４１条まで、第７

２条、第７６条、第７７条、第７８条第１項

から第４項まで、第９９条及び第１０６条の

２の規定は、指定地域密着型特定施設入居者

生活介護の事業について準用する。この場合

において、第３２条の２第２項、第３４条第

１項並びに第４０条の２第１号及び第３号中

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」

と、第７２条第２項中「この節」とあるのは

「第７章第４節」と、第７７条第２項第１号

及び第３号中「認知症対応型通所介護従業者

」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」

と、第７８条第１項中「認知症対応型通所介

護について知見を有する者」とあるのは「地

域密着型特定施設入居者生活介護について知

見を有する者」と、「６月」とあるのは「２

月（運営推進会議の評価において、地域との

連携が取れており、地域に開かれた安定的な

運営が１年間継続されていると確認できる場

合は３月、加えて地域に根付いた活動が１年

間継続されていると市長が認める場合は４月

）」と、第９９条中「小規模多機能型居宅介

護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設

従業者」と読み替えるものとする。

（準用） （準用）

第１７７条 第９条、第１０条、第１２条、第

１３条、第２２条、第２８条、第３２条の２

、第３４条、第３６条、第３８条、第４０条

の２、第４１条、第７２条、第７６条、第７

８条第１項から第４項まで及び第１０６条の

２の規定は、指定地域密着型介護老人福祉施

第１７７条 第９条、第１０条、第１２条、第

１３条、第２２条、第２８条、第３２条の２

、第３４条、第３６条、第３８条、第４０条

の２、第４１条、第７２条、第７６条、第７

８条第１項から第４項まで及び第１０６条の

２の規定は、指定地域密着型介護老人福祉施



設について準用する。この場合において、第

９条第１項中「第３１条に規定する運営規程

」とあるのは「第１６８条に規定する重要事

項に関する規程」と、同項、第３２条の２第

２項、第３４条第１項並びに第４０条の２第

１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪

問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と

、第１３条第１項中「指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」と

あるのは「入所の際に」と、同条第２項中「

指定居宅介護支援が利用者に対して行われて

いない等の場合であって必要と認めるときは

、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と

、第７２条第２項中「この節」とあるのは「

第８章第４節」と、第７８条第１項中「認知

症対応型通所介護について知見を有する者」

とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護について知見を有する者」と、

「６月」とあるのは「２月」と読み替えるも

のとする。

設について準用する。この場合において、第

９条第１項中「第３１条に規定する運営規程

」とあるのは「第１６８条に規定する重要事

項に関する規程」と、同項、第３２条の２第

２項、第３４条第１項並びに第４０条の２第

１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪

問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と

、第１３条第１項中「指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」と

あるのは「入所の際に」と、同条第２項中「

指定居宅介護支援が利用者に対して行われて

いない等の場合であって必要と認めるときは

、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と

、第７２条第２項中「この節」とあるのは「

第８章第４節」と、第７８条第１項中「認知

症対応型通所介護について知見を有する者」

とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護について知見を有する者」と、

「６月」とあるのは「２月（運営推進会議の

評価において、地域との連携が取れており、

地域に開かれた安定的な運営が１年間継続さ

れていると確認できる場合は３月、加えて地

域に根付いた活動が１年間継続されていると

市長が認める場合は４月）」と読み替えるも

のとする。

（準用） （準用）

第１８９条 第９条、第１０条、第１２条、第

１３条、第２２条、第２８条、第３２条の２

、第３４条、第３６条、第３８条、第４０条

の２、第４１条、第７２条、第７６条、第７

８条第１項から第４項まで、第１０６条の２

、第１５３条から第１５５条まで、第１５８

条、第１６１条、第１６３条から第１６７条

第１８９条 第９条、第１０条、第１２条、第

１３条、第２２条、第２８条、第３２条の２

、第３４条、第３６条、第３８条、第４０条

の２、第４１条、第７２条、第７６条、第７

８条第１項から第４項まで、第１０６条の２

、第１５３条から第１５５条まで、第１５８

条、第１６１条、第１６３条から第１６７条



まで及び第１７１条から第１７６条までの規

定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設について準用する。この場合において

、第９条第１項中「第３１条に規定する運営

規程」とあるのは「第１８６条に規定する重

要事項に関する規程」と、同項、第３２条の

２第２項、第３４条第１項並びに第４０条の

２第１号及び第３号中「定期巡回・随時対応

型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者

」と、第１３条第１項中「指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、

」とあるのは「入居の際に」と、同条第２項

中「指定居宅介護支援が利用者に対して行わ

れていない等の場合であって必要と認めると

きは、要介護認定」とあるのは「要介護認定

」と、第７２条第２項中「この節」とあるの

は「第８章第５節」と、第７８条第１項中「

認知症対応型通所介護について知見を有する

者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護について知見を有する者」

と、「６月」とあるのは「２月」と、第１６

７条中「第１５８条」とあるのは「第１８９

条において準用する第１５８条」と、同条第

５号中「第１５７条第５項」とあるのは「第

１８２条第７項」と、同条第６号中「第１７

７条」とあるのは「第１８９条」と、同条第

７号中「第１７５条第３項」とあるのは「第

１８９条において準用する第１７５条第３項

」と、第１７６条第２項第２号中「第１５５

条第２項」とあるのは「第１８９条において

準用する第１５５条第２項」と、同項第３号

中「第１５７条第５項」とあるのは「第１８

２条第７項」と、同項第４号及び第５号中「

次条」とあるのは「第１８９条」と、同項第

まで及び第１７１条から第１７６条までの規

定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設について準用する。この場合において

、第９条第１項中「第３１条に規定する運営

規程」とあるのは「第１８６条に規定する重

要事項に関する規程」と、同項、第３２条の

２第２項、第３４条第１項並びに第４０条の

２第１号及び第３号中「定期巡回・随時対応

型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者

」と、第１３条第１項中「指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、

」とあるのは「入居の際に」と、同条第２項

中「指定居宅介護支援が利用者に対して行わ

れていない等の場合であって必要と認めると

きは、要介護認定」とあるのは「要介護認定

」と、第７２条第２項中「この節」とあるの

は「第８章第５節」と、第７８条第１項中「

認知症対応型通所介護について知見を有する

者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護について知見を有する者」

と、「６月」とあるのは「２月（運営推進会

議の評価において、地域との連携が取れてお

り、地域に開かれた安定的な運営が１年間継

続されていると確認できる場合は３月、加え

て地域に根付いた活動が１年間継続されてい

ると市長が認める場合は４月）」と、第１６

７条中「第１５８条」とあるのは「第１８９

条において準用する第１５８条」と、同条第

５号中「第１５７条第５項」とあるのは「第

１８２条第７項」と、同条第６号中「第１７

７条」とあるのは「第１８９条」と、同条第

７号中「第１７５条第３項」とあるのは「第

１８９条において準用する第１７５条第３項

」と、第１７６条第２項第２号中「第１５５



６号中「前条第３項」とあるのは「第１８９

条において準用する前条第３項」と読み替え

るものとする。

条第２項」とあるのは「第１８９条において

準用する第１５５条第２項」と、同項第３号

中「第１５７条第５項」とあるのは「第１８

２条第７項」と、同項第４号及び第５号中「

次条」とあるのは「第１８９条」と、同項第

６号中「前条第３項」とあるのは「第１８９

条において準用する前条第３項」と読み替え

るものとする。

（基本方針） （基本方針）

第１９０条 指定地域密着型サービスに該当す

る複合型サービス（施行規則第１７条の１０

に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限

る。以下この章において「指定看護小規模多

機能型居宅介護」という。）の事業は、指定

居宅サービス等基準第５９条に規定する訪問

看護の基本方針及び第８１条に規定する小規

模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行

うものでなければならない。

第１９０条 指定地域密着型サービスに該当す

る複合型サービス（法第８条第２３項第１号

に規定するものに限る。以下この章において

「指定看護小規模多機能型居宅介護」という

。）の事業は、指定居宅サービス等基準第５

９条に規定する訪問看護の基本方針及び第８

１条に規定する小規模多機能型居宅介護の基

本方針を踏まえて行うものでなければならな

い。

（従業者の員数等） （従業者の員数等）

第１９１条 （略） 第１９１条 （略）

２～１１ （略） ２～１１ （略）

１２ 前項の介護支援専門員は、指定地域密着

型サービス基準第１７１条第９項に規定する

厚生労働大臣が定める研修を修了している者

でなければならない。

１２ 前項の介護支援専門員は、指定地域密着

型サービス基準第１７１条第１２項に規定す

る厚生労働大臣が定める研修を修了している

者でなければならない。

１３・１４ （略） １３・１４ （略）

（管理者） （管理者）

第１９２条 （略） 第１９２条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 第１項の管理者は、特別養護老人ホーム、

老人デイサービスセンター、介護老人保健施

３ 第１項の管理者は、特別養護老人ホーム、

老人デイサービスセンター、介護老人保健施



設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介

護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事

業所、指定複合型サービス事業所等の従業者

若しくは訪問介護員等として３年以上認知症

である者の介護に従事した経験を有する者で

あって、指定地域密着型サービス基準第１７

２条第２項に規定する厚生労働大臣が定める

研修を修了しているもの、又は保健師若しく

は看護師でなければならない。

設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介

護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事

業所、指定複合型サービス事業所等の従業者

若しくは訪問介護員等として３年以上認知症

である者の介護に従事した経験を有する者で

あって、指定地域密着型サービス基準第１７

２条第３項に規定する厚生労働大臣が定める

研修を修了しているもの、又は保健師若しく

は看護師でなければならない。

（準用） （準用）

第２０２条 第９条から第１３条まで、第２０

条、第２２条、第２８条、第３２条の２、第

３４条から第３８条まで、第４０条から第４

１条まで、第７２条、第７４条、第７７条、

第７８条、第８７条から第９０条まで、第９

３条から第９５条まで、第９７条、第９８条

、第１００条から第１０４条まで、第１０６

条及び第１０６条の２の規定は、指定看護小

規模多機能型居宅介護の事業について準用す

る。この場合において、第９条第１項中「第

３１条に規定する運営規程」とあるのは「第

２０２条において準用する第１００条に規定

する重要事項に関する規程」と、同項、第３

２条の２第２項、第３４条第１項並びに第４

０条の２第１号及び第３号中「定期巡回・随

時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「

看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第

７４条第３項及び第４項並びに第７７条第２

項第１号及び第３号中「認知症対応型通所介

護従業者」とあり、並びに第８９条及び第９

７条中「小規模多機能型居宅介護従業者」と

あるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業

者」と、第７２条第２項中「この節」とある

第２０２条 第９条から第１３条まで、第２０

条、第２２条、第２８条、第３２条の２、第

３４条から第３８条まで、第４０条から第４

１条まで、第７２条、第７４条、第７７条、

第７８条、第８７条から第９０条まで、第９

３条から第９５条まで、第９７条、第９８条

、第１００条から第１０４条まで、第１０６

条及び第１０６条の２の規定は、指定看護小

規模多機能型居宅介護の事業について準用す

る。この場合において、第９条第１項中「第

３１条に規定する運営規程」とあるのは「第

２０２条において準用する第１００条に規定

する重要事項に関する規程」と、同項、第３

２条の２第２項、第３４条第１項並びに第４

０条の２第１号及び第３号中「定期巡回・随

時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「

看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第

７４条第３項及び第４項並びに第７７条第２

項第１号及び第３号中「認知症対応型通所介

護従業者」とあり、並びに第８９条及び第９

７条中「小規模多機能型居宅介護従業者」と

あるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業

者」と、第７２条第２項中「この節」とある



のは「第９章第４節」と、第７８条第１項中

「認知症対応型通所介護について知見を有す

る者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅

介護について知見を有する者」と、「６月」

とあるのは「２月」と、「活動状況」とある

のは「通いサービス及び宿泊サービスの提供

回数等の活動状況」と、第８７条中「第８２

条第１２項」とあるのは「第１９１条第１３

項」と、第１０６条中「第８２条第６項」と

あるのは「第１９１条第７項各号」と読み替

えるものとする。

のは「第９章第４節」と、第７８条第１項中

「認知症対応型通所介護について知見を有す

る者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅

介護について知見を有する者」と、「６月」

とあるのは「２月（運営推進会議の評価にお

いて、地域との連携が取れており、地域に開

かれた安定的な運営が１年間継続されている

と確認できる場合は３月、加えて地域に根付

いた活動が１年間継続されていると市長が認

める場合は４月）」と、「活動状況」とある

のは「通いサービス及び宿泊サービスの提供

回数等の活動状況」と、第８７条中「第８２

条第１２項」とあるのは「第１９１条第１３

項」と、第１０６条中「第８２条第６項」と

あるのは「第１９１条第７項各号」と読み替

えるものとする。

（高山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める

条例の一部改正）

第２条 高山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定

める条例（平成２４年高山市条例第１９号）の一部を次のように改正する。

改 正 前 改 正 後

（準用） （準用）

第６５条 第１１条から第１５条まで、第２１

条、第２３条、第２４条、第２６条、第２８

条、第２８条の２、第３１条から第３９条ま

で（第３７条第４項を除く。）の規定は、指

定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業に

ついて準用する。この場合において、第１１

条第１項中「第２７条に規定する運営規程」

とあるのは「第５７条に規定する重要事項に

関する規程」と、同項、第２８条第３項及び

第４項、第２８条の２第２項、第３１条第２

項第１号及び第３号、第３２条第１項並びに

第６５条 第１１条から第１５条まで、第２１

条、第２３条、第２４条、第２６条、第２８

条、第２８条の２、第３１条から第３９条ま

で（第３７条第４項を除く。）の規定は、指

定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業に

ついて準用する。この場合において、第１１

条第１項中「第２７条に規定する運営規程」

とあるのは「第５７条に規定する重要事項に

関する規程」と、同項、第２８条第３項及び

第４項、第２８条の２第２項、第３１条第２

項第１号及び第３号、第３２条第１項並びに



第３７条の２第１号及び第３号中「介護予防

認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「

介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と

、第２６条第２項中「この節」とあるのは「

第３章第４節」と、第３９条第１項中「介護

予防認知症対応型通所介護について知見を有

する者」とあるのは「介護予防小規模多機能

型居宅介護について知見を有する者」と、「

６月」とあるのは「２月」と、「活動状況」

とあるのは「通いサービス及び宿泊サービス

の提供回数等の活動状況」と読み替えるもの

とする。

第３７条の２第１号及び第３号中「介護予防

認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「

介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と

、第２６条第２項中「この節」とあるのは「

第３章第４節」と、第３９条第１項中「介護

予防認知症対応型通所介護について知見を有

する者」とあるのは「介護予防小規模多機能

型居宅介護について知見を有する者」と、「

６月」とあるのは「２月（運営推進会議の評

価において、地域との連携が取れており、地

域に開かれた安定的な運営が１年間継続され

ていると確認できる場合は３月、加えて地域

に根付いた活動が１年間継続されていると市

長が認める場合は４月）」と、「活動状況」

とあるのは「通いサービス及び宿泊サービス

の提供回数等の活動状況」と読み替えるもの

とする。

（管理者） （管理者）

第７２条 （略） 第７２条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 共同生活住居の管理者は、適切な指定介護

予防認知症対応型共同生活介護を提供するた

めに必要な知識及び経験を有し、特別養護老

人ホーム、老人デイサービスセンター、介護

老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応

型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介

護員等として、３年以上認知症である者の介

護に従事した経験を有する者であって、指定

地域密着型介護予防サービス基準第７１条第

２項に規定する厚生労働大臣が定める研修を

修了しているものでなければならない。

３ 共同生活住居の管理者は、適切な指定介護

予防認知症対応型共同生活介護を提供するた

めに必要な知識及び経験を有し、特別養護老

人ホーム、老人デイサービスセンター、介護

老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応

型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介

護員等として、３年以上認知症である者の介

護に従事した経験を有する者であって、指定

地域密着型介護予防サービス基準第７１条第

３項に規定する厚生労働大臣が定める研修を

修了しているものでなければならない。

（準用） （準用）



第８６条 第１１条、第１２条、第１４条、第

１５条、第２３条、第２４条、第２６条、第

２８条の２、第３１条から第３４条まで、第

３６条から第３９条（第３７条第４項及び第

３９条第５項を除く。）まで、第５６条、第

５９条、第６１条及び第６３条の２の規定は

、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の

事業について準用する。この場合において、

第１１条第１項中「第２７条に規定する運営

規程」とあるのは「第８０条に規定する重要

事項に関する規程」と、同項、第２８条の２

第２項、第３１条第２項第１号及び第３号、

第３２条第１項並びに第３７条の２第１号及

び第３号中「介護予防認知症対応型通所介護

従業者」とあるのは「介護従業者」と、第２

６条第２項中「この節」とあるのは「第４章

第４節」と、第３９条第１項中「介護予防認

知症対応型通所介護について知見を有する者

」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生

活介護について知見を有する者」と、「６月

」とあるのは「２月」と、第５６条中「介護

予防小規模多機能型居宅介護従業者」とある

のは「介護従業者」と読み替えるものとする

。

第８６条 第１１条、第１２条、第１４条、第

１５条、第２３条、第２４条、第２６条、第

２８条の２、第３１条から第３４条まで、第

３６条から第３９条（第３７条第４項及び第

３９条第５項を除く。）まで、第５６条、第

５９条、第６１条及び第６３条の２の規定は

、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の

事業について準用する。この場合において、

第１１条第１項中「第２７条に規定する運営

規程」とあるのは「第８０条に規定する重要

事項に関する規程」と、同項、第２８条の２

第２項、第３１条第２項第１号及び第３号、

第３２条第１項並びに第３７条の２第１号及

び第３号中「介護予防認知症対応型通所介護

従業者」とあるのは「介護従業者」と、第２

６条第２項中「この節」とあるのは「第４章

第４節」と、第３９条第１項中「介護予防認

知症対応型通所介護について知見を有する者

」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生

活介護について知見を有する者」と、「６月

」とあるのは「２月（運営推進会議の評価に

おいて、地域との連携が取れており、地域に

開かれた安定的な運営が１年間継続されてい

ると確認できる場合は３月、加えて地域に根

付いた活動が１年間継続されていると市長が

認める場合は４月）」と、第５６条中「介護

予防小規模多機能型居宅介護従業者」とある

のは「介護従業者」と読み替えるものとする

。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。


